
注意事項
「おむつ」にかかる費用の医療費控除
　おむつ代が医療費控除の対象となるのは、医
師が発行した「おむつ使用証明書」の発行日以
降に購入されたおむつ代です。ただし、２年目
以降の確定申告については、介護保険法に基づ
く要介護認定を受けた人で一定の要件を満たす
場合、この証明書に代わって保険年金グループ
で発行する証明書を添付すれば、医師の証明書
は不要です。該当する人は、保険年金グループ
に申請してください。
▶対象　次のすべてに当てはまる人
・以前、医師が発行した「おむつ使用証明書」
で医療費控除を受けた人（今回でおむつ代
（医療費控除）の確定申告が２回目以上の人）

・介護保険の申請をしている人で①主治医意見
書の内容に「尿失禁」のチェックがある②障
害老人自立度がＢまたはＣの人
障害者控除
　介護保険の要介護認定を受けている人で、一
定の要件を満たす人は、障害者手帳が無くても
障害者控除が受けられます。申告をされる人で
該当になる場合は、障害者控除証明書を発行し
ますので、申告前に保険年金グループへ相談・
申請を行ってください。
▶問合せ　保険年金グループ☎079（435）2582

医療費控除の申告は、
領収証の提出が不要になりました
　平成29年分の確定申告などから、領収書の代
わりに“医療費控除に関する明細書”の添付が
必要となりました。
　医療費の領収書は、自宅で５年間保存してく
ださい。税務署や役場から求められたときには、
提示または提出しなければなりません。医療保
険者から交付を受けた医療費通知書（健康保険
組合などが発行する「医療費のお知らせ」な
ど）を添付すると、明細の記入を省略できます。
※平成29年分から31年分までの確定申告につい
ては、医療費の領収書の添付または提示による
こともできます。
▶問合せ　加古川税務署☎079（421）2951

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
給
与
所
得
の
人

《
主
な
収
入
が
給
与
収
入
の
人
》

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
給
与
収
入
に
か
か
る

所
得
税
は
、
毎
月
の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
か

ら
源
泉
徴
収
さ
れ
、
12
月
の
年
末
調
整
に

よ
っ
て
１
年
間
の
納
税
が
完
了
し
ま
す
の

で
、
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の
給
与
所
得
の
人
で

も
、
次
の
よ
う
な
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。

①
給
与
の
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を
超
え

る
人

②
給
与
を
１
箇
所
か
ら
受
け
て
い
る
場
合

で
、
給
与
以
外
の
所
得
金
額
（
不
動
産

所
得
な
ど
）
が
20
万
円
を
超
え
る
人

③
給
与
を
２
箇
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る

場
合
で
、
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
以
外

の
給
与
の
収
入
金
額
と
、
給
与
以
外
の

所
得
金
額
と
の
合
計
が
20
万
円
を
超
え

る
人

　
２
月
16
日
（金）
か
ら
、
所
得
税
の
確
定
申
告
と
町
県
民
税
（
住
民
税
）
、
各
種
保
険
税
（
料
）
の
申
告
が
始
ま
り

ま
す
。
自
分
で
申
告
書
を
作
成
し
、
３
月
15
日
（木）
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
２
月
上
旬
に
は
税
務
グ
ル
ー
プ

の
窓
口
に
て
「
所
得
税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」
を
準
備
し
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

所
　得
　税

町
県
民
税（
住
民
税
）

国
民
健
康
保
険
税

介
護
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

税
の
申
告
は
お
早
め
に

▼
問
合
せ
　
税
務
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８
　
加
古
川
税
務
署
☎
０
７
９
（
４
２
１
）
２
９
５
１

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
人

《
主
な
収
入
が
給
与
収
入
以
外
の
人
》

　
次
の
各
項
目
に
該
当
す
る
人
は
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

①
商
売
な
ど
個
人
で
事
業
を
営
ん
で
い
る

人
②
不
動
産
収
入
（
家
賃
や
地
代
な
ど
）
が

あ
る
人

③
土
地
や
建
物
、
株
式
な
ど
を
譲
渡
し
た

人
申
告
で
税
が
還
付
さ
れ
る
人

　
通
常
は
確
定
申
告
の
必
要
の
な
い
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
な
ど
給
与
所
得
の
人
で
も
、
次

の
よ
う
な
人
は
確
定
申
告
を
す
る
と
所
得

税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
平
成
29
年
中
に
退
職
し
、
そ
の
後
再
就

職
し
な
か
っ
た
た
め
、
年
末
調
整
を
受

け
ら
れ
な
か
っ
た
人

②
病
気
や
け
が
な
ど
で
多
額
の
医
療
費
を

支
払
っ
た
人
（
医
療
費
控
除
）

③
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
て
、
住
宅
や
家
財

に
損
害
を
受
け
た
人
（
雑
損
控
除
）

④
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
、
マ
イ
ホ
ー

ム
を
購
入
し
た
り
増
改
築
を
し
た
人

（
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
）

⑤
一
定
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
耐
震
改
修

を
し
た
人
（
住
宅
耐
震
改
修
特
別
控

除
）

※

詳
し
く
は
税
務
署
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
申
告
時
の
必
要
書
類

　
・
本
人
確
認
書
類

　
・
申
告
書
と
認
印
（
申
告
書
は
申
告
書

作
成
会
場
に
も
あ
り
ま
す
）

　
・
社
会
保
険
料
の
領
収
書
、
国
民
年
金

保
険
料
・
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険

料
の
控
除
証
明
書
な
ど
控
除
に
必
要

な
書
類

　
・
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票

　
・
銀
行
な
ど
の
口
座
番
号
が
分
か
る
も

の
と
届
け
出
印
（
所
得
税
を
口
座
振

替
で
納
付
を
す
る
人
や
、
還
付
申
告

を
す
る
人
）

　
・
寄
附
金
受
領
証
明
書
な
ど

※

ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附
金
控
除
に
つ
い

て
は
、
確
定
申
告
を
す
る
人
は
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
の
際
に
は
寄
附
金
受
領
証
明

書
を
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
加
古
川
税
務
署

☎
０
７
９
（
４
２
１
）
２
９
５
１

　
確
定
申
告
を
す
る
人
と
、
勤
務
先
か
ら

役
場
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て

い
る
人
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

申
告
が
必
要
な
人

①
平
成
30
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
に
住

所
が
あ
り
、
昨
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た

人
②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

あ
て
は
ま
る
人

　
・
勤
務
先
か
ら
役
場
へ
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

　
・
給
与
以
外
に
、
家
賃
や
地
代
、
農
業

な
ど
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の
合
計
額

が
20
万
円
以
下
の
人
（
20
万
円
を
超

え
る
場
合
は
所
得
税
の
確
定
申
告
が

必
要
で
す
）

　
・
平
成
29
年
中
に
退
職
し
、
そ
の
後
再

就
職
し
な
か
っ
た
た
め
年
末
調
整
を

受
け
ら
れ
な
か
っ
た
人

　
・
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
人
で
、
医
療

費
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

　
右
記
の
各
種
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

は
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

所
得
税
の
確
定
申
告
ま
た
は
、
町
県
民
税

の
申
告
を
す
る
人
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
所
得
が
少
な
い
人
に
つ
い
て
は
、
負
担

を
軽
く
す
る
た
め
、
状
況
に
応
じ
て
各
種

保
険
税
（
料
）
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
申
告
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
措
置

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
収
入
が
な
か
っ
た

人
も
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※

町
県
民
税
・
各
種
保
険
税
（
料
）
と
も
、

申
告
に
必
要
な
も
の
は
、
所
得
税
の
申

告
と
同
じ
で
す
。
申
告
書
は
申
告
書
作

成
会
場
に
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ

▽
町
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
問
合

せ
　
税
務
グ
ル
ー
プ

　
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

▽
介
護
保
険
料
の
問
合
せ

　
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

　
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
２

▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
問
合
せ

　
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

　
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

所
得
税
　町
県
民
税
　国
民
健
康
保
険
税
　介
護
保
険
料
　後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

　
平
成
28
年
分
以
降
の
確
定
申
告
書
な

ど
の
提
出
の
際
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
お
よ
び
本
人
確
認
書
類
が
必
要
と

な
り
ま
し
た
。

●
ニ
ッ
ケ
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
で
申
告
す
る
場

合
は
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
で

す
。
（
郵
送
な
ど
で
申
告
書
を
提
出
さ
れ

る
場
合
は
写
し
（
コ
ピ
ー
）
の
添
付
が
必

要
と
な
り
ま
す
）

●
播
磨
町
役
場
で
申
告
す
る
場
合
は
、
本

人
確
認
書
類
の
写
し
（
コ
ピ
ー
）
の
添
付

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
代
理
の
人
が
窓
口

に
来
る
場
合
に
も
、
申
告
す
る
人
の
本
人

確
認
書
類
の
写
し
（
コ
ピ
ー
）
の
添
付
が

必
要
で
す
。

本
人
確
認
書
類

※
申
告
書
作
成
会
場
に
は
コ
ピ
ー
機
が
あ

り
ま
せ
ん
。
事
前
に
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

確定申告の申告書作成はインターネットの　確定申告書等作成コーナーで！↓↓
　　　　　　　「医療費控除に関する明細書」も作成できます。　　 www.keisan.nta.go.jp

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号

カ
ー
ド
）
が
あ
る
人

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
だ
け
で
、
本
人

確
認
（
番
号
確
認
と
身
元
確
認
）
が
可

能
で
す
。

※

ご
自
宅
な
ど
か
ら
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
す

れ
ば
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は

写
し
（
コ
ピ
ー
）
の
提
出
が
不
要
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

な
い
人

　
番
号
確
認
書
類
と
身
元
確
認
書
類
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

番
号
確
認
書
類
と
は
、

・
通
知
カ
ー
ド

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
の
あ
る
住
民
票

の
写
し
（
コ
ピ
ー
）
ま
た
は
住
民
票
記

載
事
項
証
明
書

な
ど
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
つ
の
こ
と
で
す
。

身
元
確
認
書
類
と
は
、

・
運
転
免
許
証

・
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証

・
パ
ス
ポ
ー
ト

・
身
体
障
害
者
手
帳

・
在
留
カ
ー
ド

な
ど
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
つ
の
こ
と
で
す
。

※

詳
し
く
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

https://w
w
w
.nta.go.jp/

明細書を作成して提出すれば
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年 金年 金

播
磨
町
で
の

申
告
書
作
成
と
申
告
受
付

▼
場
所
　
役
場
第
２
庁
舎
　
３
階

　
　
　
　
第
２
会
議
室

▼
期
間
　
２
月
16
日

（金）
〜
３
月
15
日

（木）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

▼
受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
11
時
、
午
後
１

時
〜
４
時

※

混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
、
受
付
時
間
内
で

あ
っ
て
も
、
当
日
の
受
け
付
け
が
で
き
な
い

場
合
や
、
午
前
中
の
受
け
付
け
で
あ
っ
て
も
、

午
後
か
ら
の
申
告
相
談
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
受
付
内
容
　
町
県
民
税
、
国
民
健
康

保
険
税
、
一
部
の
所
得
税
申
告
の
作
成
と
申

告
の
受
け
付
け

※

次
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
ニ
ッ
ケ
パ
ー
ク

タ
ウ
ン
の
申
告
書
作
成
会
場
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

・
譲
渡
所
得
（
不
動
産
の
売
買
及
び
株
式
等

の
売
買
に
よ
る
所
得
）

・
事
業
所
得
（
１
年
目
）

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
１
年
目
）

・
住
宅
耐
震
改
修
特
別
控
除

・
青
色
申
告

・
準
確
定
申
告

・
損
失
申
告

▼
申
告
に
際
し
て
の
注
意
事
項
　

事
業
な
ど
で
収
支
計
算
が
必
要
な
場
合
は
、

必
ず
収
支
内
訳
書
を
完
成
さ
せ
て
く
だ
さ
い

（
役
場
で
は
、
収
支
内
容
に
つ
い
て
の
指
導

は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
）

▼
問
合
せ
　
税
務
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
８

ニ
ッ
ケ
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
で
の

申
告
書
作
成
と
申
告
受
付

▼
場
所
　
ニ
ッ
ケ
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
本
館
１
階

セ
ン
タ
ー
プ
ラ
ザ

▼
期
間
　
２
月
16
日

（金）
〜
３
月
15
日

（木）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

※

２
月
18
日

（日）
、
25
日

（日）
は
開
設
し
ま
す
。

▼
受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※

会
場
で
は
納
税
は
で
き
ま
せ
ん
。
金
融
機

関
な
ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※

混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
、
早
め
に
相
談
の

受
け
付
け
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
も

あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
加
古
川
税
務
署

☎
０
７
９
（
４
２
１
）
２
９
５
１

振
替
納
税
を利

用
し
て
い
な
い
人
へ

　
申
告
書
の
提
出
後
に
、
別
途
、
税
務

署
か
ら
納
付
書
や
納
税
通
知
書
な
ど
の

お
知
ら
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
金
融

機
関
、
税
務
署
の
納
付
窓
口
ま
た
は
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付（
注
）で
納
期
限

ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（注）
平
成
29
年
１
月
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納

付
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。（
税
務
署
や
金

融
機
関
の
窓
口
で
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
納
付
は
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
）

振
替
納
税
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
国
税
の
便
利
で
安
全
な
振
替
納
税
の

利
用
手
続
き
は
、
所
轄
の
税
務
署
に

「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
兼
納
付
書

送
付
依
頼
書
」
を
納
期
限
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
税
務
署
（
管
理
運
営
担

当
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
加
古
川
税
務
署

☎
０
７
９
（
４
２
１
）
２
９
５
１

振
替
納
税
を
ご
利
用
中
の
人
へ

振
替
日
の
前
に
預
貯
金
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い

　
残
高
不
足
な
ど
で
振
替
納
税
が
で
き

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
納
期
限
の
翌
日

か
ら
納
付
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
て
、

延
滞
税
の
納
付
が
必
要
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

平
成
29
年
１
月
以
降
、
振
替
納
税
の
領

収
証
書
が
送
付
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た

　
書
面
に
よ
る
証
明
が
必
要
な
人
に
は
、

税
務
署
に
て
口
座
振
替
が
な
さ
れ
た
旨

の
証
明
を
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
税
務
署
（
管
理
運
営
担

当
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
加
古
川
税
務
署

☎
０
７
９
（
４
２
１
）
２
９
５
１

じけまち商店街

ベ
ル
デ
モ
ー
ル

ヤマトヤシキ

JR 加古川駅

P

P

木村郵便局

加
古
川

至 姫路 至 明石

加古川小学校 加古川税務署

午前10時までの入口

ニッケパークタウン

小門口交差点

大川町交差点

国道2号線（東行き）

文

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
と
は

　
平
成
29
年
中
に
受
給
さ
れ
た
厚

生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
お
よ
び

共
済
組
合
の
老
齢
も
し
く
は
退
職

を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年
金
な

ど
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
上
「
雑

所
得
」
と
み
な
さ
れ
、
所
得
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
厚
生
年

金
保
険
、
国
民
年
金
の
年
金
受
給

者
の
方
々
に
「
平
成
29
年
分
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
を
作
成

し
、
平
成
30
年
１
月
末
日
ま
で
に

届
く
よ
う
送
付
し
ま
す
。

　
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

る
事
項
は
、
平
成
29
年
１
月
か
ら

12
月
の
１
年
間
に
支
払
わ
れ
た
年

金
の
総
額
、
社
会
保
険
料
の
金
額

（
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
た
介

護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料
お

よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
）
、

源
泉
徴
収
税
額
お
よ
び
控
除
内
容

と
な
っ
て
い
ま
す
。

年
金
受
給
者
で
確
定
申
告
が

必
要
と
な
る
人

　
２
つ
以
上
の
公
的
年
金
の
支
払

者
に
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出

し
て
い
る
人
、
公
的
年
金
以
外
に

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
と
確
定
申
告

▼
問
合
せ
　
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１
　

　
　
　
　
　
加
古
川
年
金
事
務
所
☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
３

給
与
所
得
等
が
あ
る
人
は
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

　
し
か
し
、
29
年
中
に
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が
４
０

０
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
公
的

年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る

人
は
、
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。（※

20
万
円
以
下
で
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
で
な
く
て

も
、
住
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
）

お
手
元
に
届
い
た
「
公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票
」
は
、
確
定
申
告
の

際
に
添
付
書
類
と
し
て
必
要
で
す

の
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
年
金
か
ら
特
別
徴
収

（
天
引
き
）
さ
れ
て
い
な
い
平
成

29
年
中
に
納
付
し
た
社
会
保
険
料

等
が
あ
る
人
は
、
確
定
申
告
を
行

う
こ
と
に
よ
り
所
得
税
を
精
算
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
確
定
申
告
の
詳
し
い
内
容
に
つ

い
て
は
、
２
〜
３
ペ
ー
ジ
を
ご
参

照
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
申

込
み
前
納
手
続
き

　
国
民
年
金
保
険
料
は
前
納
す
る

と
割
引
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
平
成

29
年
４
月
か
ら
、
従
来
の
口
座
振

替
に
加
え
、
現
金
（
納
付
書
）
納

付
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
で

も
２
年
前
納
を
行
う
こ
と
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
。

　
新
た
に
平
成
30
年
度
国
民
年
金

保
険
料
の
２
年
前
納
、
１
年
前
納
、

６
ヵ
月
前
納
を
希
望
で
あ
れ
ば
申

し
込
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
し

込
み
期
限
は
、
口
座
振
替
・
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
は
平
成
30
年

２
月
末
日
ま
で
、
現
金
納
付
は
２

年
前
納
は
平
成
30
年
４
月
末
ま
で
、

２
年
前
納
以
外
は
そ
の
都
度
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
平
成
30
年
度
の
国
民
年

金
保
険
料
額
、
前
納
の
割
引
額
は

平
成
30
年
２
月
下
旬
に
告
示
さ
れ

る
予
定
で
す
。

▼
必
要
書
類
　
年
金
手
帳
な
ど
の

基
礎
年
金
番
号
の
確
認
で
き
る
も

の
、
印
鑑

※

現
金(

納
付
書)

納
付
は
右
記
の

も
の
だ
け
で
構
い
ま
せ
ん
が
、
口

座
振
替
で
あ
れ
ば
金
融
機
関
の
お

届
け
印
と
通
帳
を
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ―

ド
納
付
で
あ
れ
ば
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
を
合
わ
せ
て
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

▼
申
込
み
　
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
、

加
古
川
年
金
事
務
所
（
口
座
振
替

希
望
の
人
は
、
振
替
先
の
金
融
機

関
窓
口
で
も
可
能
で
す
）

作成した申告書などは、早期に提出を！

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用してください
税務署に出向く必要なし！

申告書作成会場は大変混雑します
　ご自宅などのパソコンなどで申告書の作成を！

申告書などは、郵送で提出することができます。また、還付申告をする場合は、２月15日（木）
以前でも提出できます。
▶問合せ　加古川税務署☎０７９（４２１）２９５１

ｅ‐Ｔａｘまたは印刷して郵送などにより提出
することができます。

自動計算・いつでも作成可能！
計算誤りのない申告書を作成することが
できます。

●スマホ・タブレットでも作成が可能！
●自宅などにプリンタがなくても大丈夫！ プリントサービスにも対応！

▶問合せ ●確定申告書等作成コーナーの操作方法などについて
 　ｅ‐Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク☎０５７０（０１）５９０１
 ●マイナンバーカードに関するご質問
 　マイナンバー総合フリーダイヤル　０１２０（９５）０１７８

申
告
書
作
成
会
場
と
申
告
受
付

国税の納付は安心・便利な振替納税をご利用ください！

納税は期限内に！

税
務
署
で
は
、
作
成
済
み
の
申
告
書
の
受

付
、
納
税
、
納
税
証
明
書
の
発
行
及
び
用

紙
の
交
付
の
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
申
告

書
の
作
成
は
、
自
宅
な
ど
の
パ
ソ
コ
ン
で

作
成
す
る
か
、
ニ
ッ
ケ
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
申

告
書
作
成
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

加古川市加古川町寺家町１７３-１
駐車場は最大４時間まで無料です。
ただし、４時間超過分は有料となります。

税金の還付を受ける人へ　確定申告期間中は、大量の申告書が提出される時期ですので、還付金の支払い
手続きにはおおむね１カ月から１カ月半程度の期間を要することをご理解ください。
※ｅ－Ｔａｘ（電子申告）で申告した還付申告は３週間程度で処理しています。

※贈与税には振替納税制度がありません。

国税の納期限と口座振替日
（平成29年分）

納期限 口座振替日

３月15日

３月15日

４月20日

４月２日 ４月25日

所得税及び
復興特別所得税

贈与税

消費税及び
地方消費税
（個人事業者）

45
広報はりま 30.2広報はりま 30.2


